
堺市上下水道局建設工事に係る総合評価審査庁内委員会要綱 

 

 （設置） 
第１条 本市上下水道局（以下「局」という。）が発注する建設工事に係る競争入札を総合評価落

札方式（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２（同令第１６７

条の１３において準用する場合を含む。）の規定により価格その他の条件が局にとって最も有利

なものをもって申込みをした者を落札者とする入札の方式をいう。以下同じ。）により実施する

に当たり、適正かつ公正な審査を行うため、堺市上下水道局建設工事に係る総合評価審査庁内

委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。 

 (1) 落札者決定基準に関すること。 

(2) 技術提案等の評価に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、総合評価落札方式について必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員で組織する。 

２ 委員長は、委員の互選によりこれを定める。 
３ 委員は、総務部長、水道部長、下水道管路部長及び下水道施設部長の職にある者をもって充

てる。 
 （職務） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

２ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が

その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（会議の特例） 

第６条 委員長は、委員会を招集する暇がない場合又は議案が軽易である場合その他やむを得ない事

由のある場合は、委員会に付議すべき事案を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問うこと

により、委員会の会議に代えることができる。この場合においては、前条第３項の規定を準用する。 

 （関係者の出席） 

第７条 委員長は、審査等のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見

若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （事務主担者会） 
第８条 委員長は、必要に応じて、事務主担者会を置くことができる。 



２ 事務主担者会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 
 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、理財・会計課において行う。 

 （委任） 

第１０条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 

 

   附 則 
 この要綱は、平成２１年２月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和３年７月２０日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
 


